
栗東市監査委員告示第４号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第４項の規定に基づき執行した定期監

査の結果を、同条第９項の規定により次のとおり公表する。 

 

  令和４年１０月１９日 

 

                       栗東市監査委員 井之口 秀行 

                       栗東市監査委員 中 野 光 一 

 

定期監査（令和４年度前期）結果 
 
１．監査の種類  定期監査（地方自治法第１９９条第１項及び第４項）  
 
２．監査の根拠  栗東市監査委員監査基準に準拠し、実施した。 
 
３．監査の対象及び監査期日 
   金勝幼児園、金勝第２保育園        令和４年５月１７日 
   治田東幼児園               令和４年５月２４日 
   治田保育園、治田幼稚園          令和４年５月２５日      
   栗東中学校、金勝小学校          令和４年８月 １日 
   治田小学校                令和４年８月 ２日 

治田東小学校               令和４年８月２４日 
（書類審査） 

   上記以外の市立幼児園・保育園・幼稚園及び市立小学校・中学校・事務支援センター 
 
４．監査にあたった監査委員 
   井之口 秀行 
   田中 英樹（令和４年６月８日退任） 
   中野 光一（令和４年６月２０日就任） 
 
５．監査の着眼点と実施内容 

財務に関する事務の執行が、関係法令に従って適正かつ効率的に行われているかを主眼

とし、あらかじめ提出を求めた監査資料と通帳や補助金等関係書類との照合をしながら審

査を実施した。また、事業の実施状況等について関係者から説明を聴取し監査を実施した。 
 
６．監査の結果 

監査の範囲内においては、予算の執行及び財務に関する事務は概ね適正に執行されてい



ると認められた。事務処理上留意すべき簡易な事項については先に関係者に通知したため

記載を省略している。引き続き適正な事務の執行に努められたい。 
個別の所見事項は以下のとおりである。 

 
【幼児園、保育園、幼稚園、学校教育課(幼稚園担当)、幼児保育課】 
○研修会や園評価の結果などは、園内で情報共有をし、また、保育方針に沿って、園児や

保護者への対応や対する考え方など、次世代の初任者等や中堅職員に、経験豊かな職員

からの OJT 等により、実践的知識や指導技術を継承し、人材育成に努められたい。 

○「保幼小接続期カリキュラム」での幼児期から小学校への円滑な接続を図るとともに、

第 3 次教育振興計画(教育大綱)に掲げた「0 歳から 15 歳に至るまでの一貫した子育て教

育」の視点から改革された「栗東子育て教育 Next プロジェクト」の取り組みを、コロナ

禍であっても引き続き推進されたい。 
 

【小学校、中学校、事務支援センター、学校教育課】 
○令和 4 年度から小学校高学年以上において、教師の負担軽減を図る観点から小学校専科

指導加配を配置・拡充し教科担任制の取り組みのある校は、出来るだけ多くの教職員が

それぞれの学級に関わることや、学級・学年の運営を担任や学年担当だけに任せるので

はなく、管理職をはじめ全教職員等で全校の子どもたちを見守る姿勢を引き続き取り組

んでいただきたい。そして、次世代の初任者等や中堅教職員に、経験豊かな教職員から

の OJT 等により、実践的知識や指導技術を継承し、人材育成に努められたい。 
○市税以外の私債権である学校給食費の未収金については、令和元年７月３１日付文部科

学省初等中等教育局長通知「学校給食費等の徴収に関する公会計化等の推進について

（通知）」において、保護者からの学校給食費の徴収・管理業務を地方公共団体が自らの

業務として行うことが適切とされている。公立学校における学校給食費の徴収・管理に

係る教員の業務負担を軽減することなどを目的として作成された「学校給食費徴収・管

理に関するガイドライン」を参考に、市民に不公平感が生じることなく市政への信頼が

得られるよう、引き続き、学校現場と行政機関の協働により、適正な債権管理と収入率

の向上に努められたい。 
○「保幼小接続期カリキュラム」での幼児期から小学校への円滑な接続を図るとともに、

第 3 次教育振興計画(教育大綱)に掲げた「0 歳から 15 歳に至るまでの一貫した子育て教

育」の視点から改革された「栗東子育て教育 Next プロジェクト」の取り組みを、コロナ

禍であっても引き続き推進されたい。 
 
 【共通課題】 

〇物品等の購入に際しては、市内業者の活性化を図るべく、市内本社または、市内事業所

からの購入を最優先されたい。 

〇業務の発注に際しては、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」によりシルバー人材

センターや、「障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）」により福祉作



業所などを検討されたい。 

 

以上 


